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１. 協会けんぽ決算について
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【協会けんぽの決算に関する規定】

健康保険法第7条の28第2項

協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他
厚生労働省令で定める書類及びこれらの付属明細書を作成し、これに当該事業年度の事業報告書
及び決算報告書を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後２月以内（７月末）
に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

協会定款第21条

理事長は、毎事業年度の決算について、あらかじめ運営委員会の議を経なければならない。

協会定款第31条

支部長は、毎事業年度の決算のうち、当該支部に係る事項について、評議員の意見を聴くものとする。



２. 2020（令和2）年度 決算（見込み）のポイント
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収入は10兆7,650億円
⇒保険料の特例納付猶予等の影響により保険料収入が減少。前年度比は1,047億円の減少（▲1.0％）となった。

支出は10兆1,467億円
⇒コロナの影響による加入者の医療機関への受診動向等の変化の影響等により、保険給付費が減少。前年度比は1,831億円の減少

（▲1.8％）となった。

この結果、2020年度の収支差は6,183億円となり、前年度比は784億円の増加となった。

○ 保険料収入は1,321億円減少した。これは、
① 被保険者数の伸びが急激に鈍化し、賃金についても、「標準報酬月額」は、例年であれば定時決定（9月）後に増加するところ、2020年は

緩やかに減少したため、9月以降は対前年同月比でマイナスとなっていることや、「賞与（支払い月数）」が減少した影響と、
② 新型コロナウイルス感染症等の影響により保険料の納付が困難な場合に、特例として保険料の納付が猶予される制度（※1）によって、一部

の保険料の納付が猶予されていることが主な要因。この結果、2020年度の保険料収入の伸び率は▲1.4％となった。
○ 国庫補助等は626億円増加した。これは、保険給付費を補助対象とした国庫補助金について、保険給付費の実績は減少しているものの、2020年度

予算案の保険給付費（総額）を基準として交付されているためである。（※2）

○ 支出の6割に相当する保険給付費（総額）は、1,799億円減少し、伸びは▲2.8％となった。これは、新型コロナウイルス感染症の影響（以下「コロ
ナの影響」という。）による加入者の医療機関への受診動向等の変化の影響等によって「医療費（加入者1人当たり医療給付費）」が減少したことが
主な要因。なお、「医療費」の減少は、協会けんぽ発足以来初めて。

○ 高齢者医療にかかる拠出金等（総額）は、376億円の増加にとどまった。これは、人口の年齢構成の影響により、後期高齢者の人数の伸びが一時的
に鈍化することが主な要因。
なお、後期高齢者支援金は、団塊の世代が後期高齢者となり始める2022年度以降、大幅な増加が見込まれている。

○ 収支差が前年度比で増加（784億円）した要因は、保険料収入等の収入の減少に対し、保険給付費等の支出の減少額が上回ったことによるもので
ある。

○ 今後、収入については、経済状況の先行きが不透明であることから保険料収入の見通しも不透明である一方で、支出面では、医療給付費は、コロナの
影響による加入者の医療機関への受診動向等の変化の影響等によって2020年4,5月に大幅に減少した後、徐々にコロナ禍前の水準まで戻りつつあ
ることや、2022年度以降、後期高齢者支援金の増加が見込まれていること等も踏まえると、協会けんぽの財政は楽観を許さない状況である。

○ なお、2020年度末の準備金残高は4兆103億円となった。この金額は、保険給付費等に要する費用の5.0ヵ月分に相当する。

※１ 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和2年法律第25号）による保険料の納付猶予の特例。2020年1月から12月分までの保険料が対象。
※2 今後、国庫補助金は、2021年度中に2020年度の保険給付費等の実績（決算）に基づいて精算し、受け入れ超過分については、国庫へ返還する見込み。



３. 協会けんぽ（医療分）の2020年度決算見込み
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注） 端数整理のため、計数が整合しない場合がある。また、数値については今後の国の決算の状況により変動し得る。



４. 協会けんぽの2020年度決算報告書（介護保険分を含む）の概要
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注）
1. 「協会決算」における医療分（a）の収支差（（※）6,370億円）と、「協会会計と国の特別会計との合算ベース」における収支差（6,183億円）と

の差異（187億円）は、国に留保されている未交付分保険料によるものである。具体的には、2019年度末時点で未交付となっていた303億円が
2020年度に交付された一方で、2020年度末時点で未交付となった117億円が2021年度の交付となることによるもの。なお、これらの未交付分は保
険料率の算定には影響しない。（187億円＝303億円-117億円）

2. 端数処理のため、計数が整合しない場合がある。
3. 上記の相関関係を示したものが、5頁の図表になる。



５. 合算ベースの収支（協会会計と国の特別会計との合算）と協会決算との相違（2020年度医療分）
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（※1）⑤は2019年度保険料等のうち、2020年度に協会に交付された交付金（303）
（※2）端数処理のため、計数が整合しない場合がある。



決算及び主要計数等の推移
（2008年度～）
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６. 決算の推移
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＜協会会計と国の特別会計との合算ベース＞



７. 主要計数の推移

8（）内は前年度対比の伸び率、扶養率は前年対比の増減。2008年度は老人保健法による医療の対象者について除いて算出している。

（ 22頁参照 ）

23頁



８. 拠出金等の推移
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27頁



茨城支部の収支について
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9. 2020（令和２）年度 茨城支部の収支（暫定版）
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見込（R2料率算定時） 実績 見込と実績との差額

収
入

保険料収入 175,818 166,261 ▲9,557

その他収入 521 354 ▲167

計 176,340 ①166,615 ▲9,724

支
出

医療給付費（国庫補助を除く）(調整後) 91,016 81,782 ▲9,234

医療給付費 89,628 81,723 ▲7,905

年齢調整額 212 ▲572 ▲784

所得調整額 1,176 631 ▲545

現金給付費等（国庫補助を除く） 8,070 8,084 14

前期高齢者納付金等（国庫補助・インセンティブ分を除く） 61,950 62,052 102

業務経費（国庫補助を除く） 2,981 2,377 ▲604

一般管理費（国庫補助を除く） 896 660 ▲236

その他支出 1,936 702 ▲1,234

準備金積立て 9,861 0 ▲9,861

平成30年度の精算分 ▲437 ▲437 0

インセンティブ分 66 66 0

計 176,340 ②155,287 ▲21,053

単年度収支差（①-②） 0 11,328 

収支差
内訳

全国平均分（全国の収支差を按分） 0 11,118 

地域差分 0 210

※端数処理の関係で計数が整合しない場合がある。

（単位：百万円）

茨城支部の単年度収支差11,328百万円が全国の収支差を按分した11,118百万円より高く、剰余となることから
収支差210百万円を令和4年度保険料率を設定する際に調整する。
⇒ 保険料率換算 ▲0.01％ 相当

2020（令和2）年度の保険料率算定時と決算時の見込みを比較



10. 支部別収支差について
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令和2年度 見込

医療費等の料率算定時の見込との乖離（収支差）が、２年後の都道府県単位
保険料率の算定の際に精算される。

令和2年度 実績

• 令和2年度の都道府県単位保険料率を算定
する際に使用

• 平成30年度の都道府県別の医療費（実
績）や総報酬額をもとに収支を見込んだもの

• 令和2年度の都道府県別の医療費（実績）
や総報酬額の実績を用いて算出

見込と実績の乖離＝収支差

収支差 内容

全国平均分 全国計の剰余金を総報酬按分し、各支部に振り分けたもの

地域差分 令和2年度の実績が保険料率算定時の見込みから乖離した影響等
→令和4年度の都道府県単位保険料率の算定の際に精算される



11. 茨城支部収支差（地域差分）の保険料率換算について（参考値）
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収支差（地域差分） 料率算定時の見込との乖離 令和4年度の精算

マイナス 見込と比べて医療費が多く使われた マイナスをとったものを支出に加算
（料率が上がる方向）

ゼロ 見込どおり 精算なし

プラス 見込より医療費が使われなかった 収入に加算（料率が下がる方向）

支部別収支差
（地域差分）

総報酬額
（令和2年度実績） 保険料率換算

210百万円 1,701,502百万円 0.01％

令和2年度の総報酬額の実績に基づき、収支差（地域差分）を保険料率に換算
したものは以下のとおり（参考値）

注：令和4年度保険料率算定の際の精算に係る保険料率は、令和2年度の支部の収支差（地域差分）を令和4年度の総報酬額の見
込額で除したものになるため、表中の保険料率換算（収支差（地域差分）を令和2年度の総報酬額の実績で除したもの）とは異なる。

※令和4年度の保険料率の算定においては、令和2年度の都道府県支部ごとの収支における収支差（地域差分）について精算する必要がある。
当該収支差は、プラスの場合は収入に加算し、マイナスの場合は絶対値の額を支出に加算する。



12．支部別収支 全国との比較（暫定版）
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（百万円）

収 入
保険料収入

その他収入
計

一般分
債権回収
以外

債権回収

茨 城 166,261 166,237 354 135 219 166,615

全 国 計 9,461,784 9,460,421 20,689 7,489 13,200 9,482,473

（百万円）

収支差

計

全国平均分 地域差分

茨 城 11,328 11,118 210

全 国 計 618,305 618,305 －

(注)
１．「債権回収」は、資格喪失後受診に係る返納金、業務上傷病による受診に係る返納金、診療報酬返還金、損害賠償金に係る債権の回収額の実績を表す。
２. 「年齢調整額」、「所得調整額」のマイナスは調整額を受け取る支部、プラスは調整額を負担する支部。
３．医療給付費は、東日本大震災等による窓口負担減免措置に伴う令和2年度の協会負担分に係る窓口負担減免額を含む。
４．（B1）は、健康保険法施行規則第135条の2の2第2項第1号に基づき、東日本大震災及び平成30年7月豪雨に伴う平成30年度における協会負担分の窓口負担減免額のうち、総報酬額の0.01％を超える部分として、
（A）から控除するものである。また、（B2）は、東日本大震災に伴う窓口負担減免措置によって医療費が増加した分のうちの医療給付費分（国庫補助を除く。波及増分）を表す。
５．「平成30年度の収支差の精算」は、平成30年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算（健康保険法施行規則第135条の7に基づき行うもの）を表す。
6. 「インセンティブ」は、平成30年度の都道府県支部ごとの取組実績に対する加減算額（健康保険法施行令第45条の2第1項ロ及びニ並びに健康保険法施行規則第135条の5の2に基づき行うもの）を表す。
7．国の年金特別会計に係る分並びに東日本大震災による窓口負担減免措置に伴う波及増分（B2）が暫定値であるため、数値は今後変わりうる。

支 出

医療給付費（国庫補助を除く）（調整後）
現金給付費等
（国庫補助等を除

く）

前期高齢者
納付金等

（国庫補助を除く）

業務経費
（国庫補助を除く）

一般管理費
（国庫負担を除く）

その他支出
平成30年度の
収支差の精算 平成30年度のインセンティブ

計医療給付費
年齢調
整額

所得調
整額

（A）-（B）
医療給付費
（A）

災害特例分(B) 加算額 減算額

平成30年度の
協会手当分
（B1）

波及増
分

（B2）

茨 城 81,782 81,723 81,723 ▲572 631 8,084 62,052 2,377 660 702 ▲437 66 66 155,287

全 国 計 4,755,777 4,755,777 4,757,828 395 1,656 － － 449,569 3,450,847 132,217 36,692 39,065 － － 3,663 ▲3,663 8,864,168

（百万円）



13．2020（令和２）年度 決算スケジュール（概要）
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【協会決算の大臣承認までの流れ】

7月

2日 9日～２0日 27日 ３１日まで

決算見込み
の公表（本部）

支部評議会
（茨城支部は16日開催）

運営委員会
厚生労働大臣に
承認申請

※決算で確定した金額等は、随時、協会けんぽホームページで掲載される予定

【全国健康保険協会の予算・決算関係書類】

A.予算、決算報告書
B.貸借対照表、損益計算書等の財務諸表
C.支部別収支
D.協会管掌健康保険全体の収支の予算、決算



参考資料
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１４. 単年度収支差と準備金残高等の推移（協会会計と国の特別会計との合算ベース）
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注 1.1996年度、1997年度、1999年度、2001年度は国の一般会計より過去の国庫補助繰延分の返済があり、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
2.2009年度以前は国庫補助の清算金等があった場合には、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
3.協会けんぽは、各年度末において保険給付費や高齢者拠出金等の支払いに必要な額の1か月分を準備金（法定準備金）として積み立てなければならないとされている

（健康保険法160条の2）



１5. 協会けんぽの事業所数・被保険者数・被扶養者数の推移（指数）
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※ 2008年10月末における事業所数、被保険者数、被扶養者数をそれぞれ100とし、その後の数値を指数で示している。



１6. 75歳未満の者の制度別加入者数及び75歳未満人口の推移
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（注）1.協会けんぽ（日雇特例被保険者及びその被扶養者は含まない）、国保、組合健保及びその他の被用者は年度末現在の加入者数、75歳未満人口は翌年度4月1日現在の人口
（総務省統計局「人口推計」の総人口を表す。

2.その他の被用者は船員保険及び共済組合の合計である。ただし、R1の共済組合は前年度末現在の数値を計上している。



１7. 協会けんぽの被保険者数の対前年同月比伸び率の推移
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被保険者数の対前年同月比の伸びは、2017年9月をピークに鈍化傾向が続いている。

※ 2008年10月末における事業所数、被保険者数、被扶養者数をそれぞれ100とし、その後の数値を指数で示している。



１8. 協会けんぽの被保険者数の動向（2020年度）
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被保険者数の対前年同月比の伸びは特に令和2年4月から鈍化している。業態別でみるととくに「機械器具製造業」、
「その他の運輸業」、「宿泊業」、「職業紹介・労働者派遣業」の対前年同月比の減少が大きい（2021年3月末）。
※「その他の運輸業」は、鉄道業、道路旅客運輸業、水運業、航空運輸業、倉庫業等が含まれる。



１9. 協会けんぽの標準報酬月額の動向（2020年度）
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標準報酬月額について、例年9月に増加するのが最近の傾向であるが、今年度は横ばいで推移している。業態別に
みると、特に「その他の運輸業」、「宿泊業」、「飲食店」の対前年同月比の落ち込みが大きい（2021年3月末）。



20. 協会けんぽの加入者一人当たり医療給付費と対前年同月比伸び率の推移
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加入者一人当たり医療給付費の対前年同月比は4月・5月に大きく低下したが、その後、徐々に2019年度の水準
まで戻りつつある。



21. 協会けんぽの医療費の動向（2020年度）
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新型コロナウイルス感染症の影響もあり、全国的に加入者１人当たり医療費の対前年同期比はマイナスである。
年齢階級別にみると年齢階級「0～9歳」の被扶養者の減少が顕著であり、これがマイナスに寄与している。



22. 協会けんぽの医療費の動向（2020年度）
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また、疾病分類別にみると疾病「呼吸器の疾患」が、加入者一人当たり医療費の対前年同期比の減少に大きく寄与
している。



23. 協会けんぽの保険財政の傾向
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近年、医療費（1人当たり保険給付費）の伸びが賃金（1人当たり標準報酬）の伸びを上回り、協会けんぽの保
険財政は赤字構造



24. 協会けんぽの後期高齢者支援金の推移
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近年、後期高齢者支援金は、総報酬割の拡大等により一時的に伸びが抑制されていたが、2022年以降は、団塊の
世代が75歳以上になり始めるため、大幅な増加が見込まれている。


